
⑱ ご遺体のお見送りをする。 
⑲ 関係者へ挨拶をし、終了。調整看護師 A から事

務局、総合調整医へ無事終了の連絡を入れる。 
 

Ⅳ．解剖以後⇒事例終了時まで 
① 事例報告書を記入。中央事務局へ送る。進捗

状況表の追加記入。 
② 事例ファイルを作成する。メールで送られて

きた報告書等は PC の事例ファイルに必ずそ

の都度保管する。又、ノートファイルにもそ

の都度保管する。遺族との面談内容など必要

書類の記入。事例関係者（代表・総合調整医・

解剖執刀医・解剖担当医・臨牀立会い医）メ

ールアドレスファイルを作成する（PC 上）。 
③ 解剖担当者確認書をコピーして、事務に渡す。 
④ 総合調整医に、第 1、2 評価担当医をどこの学

会へ依頼するか確認をする。 
⇒総合調整医は、第 1、2 評価担当医の依頼学

会を決定する。 
⑤ 学会が決定したら、学会（地区責任者）へ推

薦依頼状を送る。 
⑥ 各学会より推薦があり、第 1、2 評価担当医が

決定したら、依頼状他関係資料（パンフレッ

ト・冊子・設置規定・事例概要・ひな形・他

事例の評価報告書など）を郵送する。また、

カルテ他資料が 2 部届いている場合は、可能

なら第 1 評価担当医へカルテ類も一緒に送付

する。→事例メールアドレスファイルに追加 

⑦ 事例概要、カルテ等の資料が依頼元機関から

送付されてきたら、中身を確認し、「資料授受

確認書」に記載する。事例概要は、関係者へ

送付する。 
⑧ 内科系、外科系評価委員（委員長も含む）を

総合調整医に依頼し推薦してもらう。また、

外科系事例なら外科系委員、内科系事例なら

内科系委員に委員長を同時に依頼してもらう。

決定したら、依頼状を送付する。→事例メー

ルアドレスファイルに追加 
⑨ 病院側、患者側弁護士を決める（2 事例以上

重ならないように配慮する）。メールにて依頼

し内諾を得たら依頼状を送付する。→決定弁

護士を事例メールアドレスファイルに追加 
⑩ 解剖報告書(案)を受領したら、第１評価担当医

へ解剖結果報告書(案)をメールにて送信する。

（カルテ類の送付がまだの時は一緒に郵送す

る。） 
⑪ 第１評価担当医から評価結果報告書（案）と

資料類を受領したら、第２評価担当医へ評価

結果報告書（案）とカルテ他資料類を郵送す

る。 
⑫ 事例発生より 1.5 ヶ月経過したら、「ご遺族と

の面談内容」をご遺族へ送付し、加筆後、返

送して頂く。また、事例発生より 3 ヶ月毎に

ご遺族へ進捗状況についてのお手紙を送付す

る。 
⑬ 第２評価担当医より第 2 評価報告書、資料類

が戻ったら評価委員会の開催準備のため、日

程調整を開始する。また、委員長へ論点整理

の依頼をする。 
⑭ 日程調整カレンダーと共に、評価委員会のメ

ンバーの氏名･所属･役職・所属学会の名簿を

作成し、配布する（期限を決める）。その際、

名簿の確認を全員にしてもらうようメールに

て伝える。 
⑮ 委員全員の日程カレンダーが届いたら、日程

調整を行う。必ず出席をして頂く必要がある

のは、委員長、解剖執刀医、第１評価担当医、

両弁護士、総合調整医。 
⑯ 日程が決定したら、開催のお知らせを委員へ

メール送信する（地図、事例ファイルを添付

のこと）。厚労省に日程をメールし、出席人数

を確認する。 
⑰ 解剖医にプロジェクターの使用有無を確認す

る。中央事務局へ連絡し、会議室の予約をす

る。会議必要物品の手配をする。 
⑱ 評価委員会の資料を準備する（カルテ・画像・

事例概要・解剖報告書（案）・評価報告書（案）・

ご遺族の面談内容・他必要書類）。報告書は、

通しで頁数を記入し、見出しをつける。 
⑲ 議事次第（案）・地域評価委員会メンバー表を
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